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北九州市告示第８０号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  令和７年３月２４日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

北九州市戸畑区大字中原４６番９３の一部 

北九州市八幡東区大字前田２１４２番１及び２１４８番１の各一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  クロロエチレン、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロ

ロエチレン、１，２－ジクロロエチレン､１，３－ジクロロプロペン、ジクロ

ロメタン、テトラクロロエチレン、１，１，１－トリクロロエタン、１，１

，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、カドミウム及び

その化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレ

ン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ素及びそ

の化合物、ほう素及びその化合物並びにポリ塩化ビフェニル 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及び

その化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合

物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 

４ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第５８条第５項 

第１０号から第１３号までの該当性 

北九州市戸畑区大字中原４６番９３の一部は、土壌汚染対策法施行規則第

５８条第５項第１２号（埋立地管理区域）に該当する。 
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北九州市告示第８１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定によ

り、北九州市立思永中学校温水プールにおける使用料の徴収について指定公

金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により

次のとおり告示する。 

  令和７年３月２４日 

  北九州市長 武 内 和 久   

施設の名

称 

指定公金事務取扱者 
指定公金

事務取扱

者として

指定した

日 

指定公金

事務取扱

者に公金

事務を委

託した日 

委託期間 

名 称 住 所 

北九州市

立思永中

学校温水

プール 

西日本スイ

ミングクラ

ブ有限会社 

代表取締役 

下村 剛 

北九州市八

幡西区竹末

一丁目１０

番１１号 

令和７年

２月１７

日 

令和７年

２月１７

日 

令和７年４

月１日から

令和８年３

月３１日ま

で 
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北九州市公告第１８８号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和７年３月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第４号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和７年３月２４日 第９４５３０７号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

路線名 位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

北鷹見町１

１号線 

八幡西区北鷹見町４７９番５

から八幡西区北鷹見町４１９

番７まで 

２３．００ ４．００ 

南鷹見町北

鷹見町１号

線 

八幡西区北鷹見町４８６番３

から八幡西区北鷹見町４１９

番７まで 

７６．００ ８．００ 

北鷹見町１

２号線 

八幡西区北鷹見町４６３番２

地先から八幡西区北鷹見町４

６０番まで 

３４．００ ８．００ 

北鷹見町１

３号線 

八幡西区北鷹見町４６０番か

ら八幡西区北鷹見町４８５番

１まで 

８１．００ ８．００ 

北鷹見町堀

川町１号線 

八幡西区南鷹見町６７５番５

から八幡西区堀川町６９８番

７まで 

７２．００ ２１．００ 
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北九州市公告第１８９号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和７年３月２４日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第４号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和７年３月２４日 第７４５３０６号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

路線名 位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

７・４・４４－

５５長野津田区

画街路１号線 

北九州市小倉南区長野本町三丁目

２１３２番から北九州市小倉南区

長野東町１８７番２まで 

４１８．８０ １６．００ 

区画道路１号線 北九州市小倉南区大字長野２１１

１番４０地先から北九州市小倉南

区大字長野１０４１番３まで 

２０５．５０ １３．００ 

区画道路７号線 北九州市小倉南区長野本町三丁目

２１１９番１から北九州市小倉南

区津田一丁目２０８番１まで 

２４８．００ ８．００ 

区画道路９号線 北九州市小倉南区長野本町三丁目

２１２７番１から北九州市小倉南

区長野本町三丁目２１６２番１ま

で 

１８２.９０ ８．００ 
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北九州市公告第１９０号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

り道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和７年３月２４日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号の道路 

２ 指定年月日及び指定番号 

  令和７年３月２４日 第１５５４０２号 

３ 道路の位置、延長及び幅員 

位置 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

北九州市門司区吉志四丁目１１

１４番１６ 
３３．０３ ５．００ 
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